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ぽぽたん

　春の黒目川流域では、黒目川花まつりや、４月７日㈰まで、灯篭の設
置や夜間のライトアップも行います。約232本の桜と菜の花が彩る黒目
川を、ぜひ散策してみてください。

今後実施する朝霞の取り組み特集

　令和６年第１回朝霞市議会定例会では、さまざまな議案・施策等について審議が行われ、次の施策等を実施する
ことが決定しました。各取り組みの詳細は、今後、広報あさか等でお知らせするほか、市ホームページにも公開し
ますので、ご確認ください。なお、今回の定例会の内容は、広報あさか５月号の「議会だより」に掲載する予定で
す。（令和６年度施政方針を４～５ページに掲載）

／こども未来課　☎463-2834

こども医療費はこれまで、通院は15歳まで、入院は18歳まで無償としていましたが、令和６年４月診療分か
ら、通院・入院ともに18歳まで拡大します。また、新しい有効期限の受給資格証を、発送対象者の方へ３月26日
㈫に発送します。

発送対象者／・令和６年度で高校１年生以下のお子さん
　　　　　　・令和６年度で高校２・３年生の方で、朝霞市のこども医療費の受給資格の登録をされている方
※高校２・３年生で登録のない方には、受給資格登録のご案内を送付しますので、申請してください。

●こども医療費を通院・入院ともに18歳まで無償化します　

／総合窓口課　☎463-2617

　ご家族等の身近な方が亡くなられた際に、故人に関する必要な申請・手続きを案内する専用の窓口を設置し、ご
遺族の方の心配事や負担の解消に対応します。
※開設時期・場所等が決まり次第、広報あさかおよび市ホームページに掲載します。

●おくやみコーナーを設置します

／人権庶務課　☎463-1738

　身近な人にも相談できずにいる子どもたちの悩み事や、助けを求める声を的確にキャッチし、子どもをめぐるさ
まざまな人権問題の早期解決に向けた支援を行う窓口「（仮称）こども人権相談窓口」を設置します。相談には、専
門のこども人権相談員が対応します。

相談方法／手紙（ミニレター）、電話、Web、直接面談で
相談対象／原則、18歳未満で、市内に在住、在学、通所もしくは入所する人およびその保護者など
※詳しくは、今後、広報あさかおよび市ホームページでお知らせします。

●（仮称）こども人権相談窓口を設置します

2 広報あさか　2024.4 …問い合わせ


